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　I　はじめに

　ほぼ1O年前にはいわゆるr脱学校」論に代表される「制度としての学校」批

判論に対する反応として，「学校を．めぐる否定的な現実は〔・・一〕制度として

の学校そのものが生みだしたものではなく，基本的には，歴史的社会的制度と

しての学校の機能を十分に発揮させるべき教育政策に原因を求めなければなら
　　（1）
ない。」　といった論調が，しばしば見受けられた。ところが近年では，10年前

にこうした論調を示した陣営と必ずしも隔絶してはいないところからさえ，制

度としての学校批判論に対して，上とはかなり異質のスタンスをとる議論が提

出されるようになっている。例えば教育科学研究会常任委員会r教科研新活動

方針（素案）」（1987年）の中の次のような展開にみられる論理には，制度とし

ての学校批判論を一度は真正面から受けとめそれをくぐり抜けなくては，＜学

校再生＞の営為を支える理論の再構築が不可能である，との半1」断が前提とされ

ているとみて差し支えあるまし・㌔

　《一般に，学校の日常的なr制度的行動・制度的秩序は，それに関わる人び

とにとって，もはや空気のように当たり前になって」いるが，今日，こうした

「私たちが無意識のうちに『なくてはならないもの」として前提にしていた学

校の制度的秩序」それ自体が，r子ども・青年にとってすでに抑圧的になって

はいないかどうか，ということを問わねばならな」くなっている。つまり「あ

たりまえになって疑問も持たなくさせられている学校の日常秩序のなかに，社

会統制機能が深く食い込んでいること」を看取し，その内実を鮮明化しなけれ

ばならない。むろん学校の制度的秩序が「学校の意義ある働きを媒介し，支え，

励ましている，という面」がないわけではない。しかし，学校が，r子ども・

青年の＜自治＞と＜規律＞の可能性を現実のものとできず，＜教える行為〉に
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助け導かれた学習を発展させることができないならば，制度の秩序は，右〔上

一引用者〕のような積極的意義を，結果的には果たせないことになる。そこ

で，秩序ないし秩序維持だけが独り歩きすると，子ども・青年にとって学校制

度のもつ日常化された秩序は，まさに抑圧のシステムに転化せざるをえないこ

とを厳しく認識しなければならない。」そして，このようなr学校の日常的秩

序について，その性格と必要性を洗い直しっくり変える」ことが課題となって

いるのが今日の事態である。》

　っまりここでは，通常その存在が当然視されている学校の日常的な「制度的

秩序」が，ある社会的文脈においては子ども・青年の人間形成にプラスの作用

をもたらすが，別の文脈ではそれ自身の内に孕まれていた問題性が顕在化する

に至ること，そして今日，事態はまさにかかる性格を帯びていること，それ故

この当然視されてきた学校の日常的秩序そのものを批判的吟味の対象とするの

が現段階での課題であること，が示唆されているのである。

　さて，このような学校の日常的な制度的秩序そのものを問題化する所論は，

近年ある程度の層の厚さを形成しつつあるが，その中には，学校の制度的秩序

が子ども’青年の内面にまで支配の根をおろし，彼らはこの制度的秩序に＜強

迫的に＞囚われていることを指摘する所論がみられる。つまりこの論は，子ど

も・青年が多かれ少かれ共有する内面や行為の今日的な在り様をいかなるもの

として把捉し，そこにいかに働きかけていくべきかという，すぐれて実践的な

問いを立てつつ，制度としての学校そのものの聞い直しというすぐれて原理的

な問題設定へと辿り着いているのである。例えば竹内常一は次のように述べて

いる。

　rそれ〔制度としての学校　　引用者〕は，そのかくされたカリキュラムを

つうじて，『お前たちはいつもだれかから教えられなければならない存在だ』

rお前たちは絶対に自分から問いをだしてはいけない。いつもだれかが出す問

題を解くだけでいい』『お前たちを評価するのは，お前たちでなくて，だれか

なのだ』rお前たちは能なしだから，黙って従ってさえいればいいのだ』と曝

きっづける。

　制度としての学校は，こうしたrかくされたカリキュラム」をつうじて，そ

う曙く当の支配者を生徒の内面に根づかせていくのである。

　そして，それが生徒の内面に根づいてしまうと，それは内外から生徒たちを
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監視し，拘禁するものとなる。その結果，生徒は制度としての学校に撞迫的に

囚われて，それに反する自分自身を信じなくなり，疑い，それから逸脱する自
　　　　　　　　　　　　　（2）
分を責め，罰するようになる。」

　今日の子ども・青年が学校との関係において抱えている問題の基本的性格を

このようにおさえた上で，竹内は，彼らが示す種々のr問題行動」も，かかる

学校への強迫的囚われと，そこから離脱しようとする志向との葛藤の表れとし

て捉えるのである。

　以一ヒ，近年の学校論のある傾向につき大雑把に紹介してきたが，本稿は，こ

の立場にみられる視点，つまり，今日の子ども・青年の内面・行為のすぐれて

今日的な性格の把握という問題を学校の日常的な制度的秩序それ自体の間い直

しという問題へとっなぐ視点を共有しつつ，この視点から構成されるべき今日

的な学校論及び教育論の骨子を提示してみようというものである。必要な論証

を欠く箇所も多々あろうが，何より今日の現実を大づかみにでも見渡すための

筆者なりの枠組みをとりあえず設定しておくことを意図しており，十分な実証

や論理的詰めは今後に期したい。論の進め方は次のようになる。まず皿では，

今日子ども・青年が学校の日常的な制度的秩序に強迫的に囚われているという

場合のその＜強迫性〉について，限定的な視角からではあるが，やや詳述され

る。皿，Wでは，学校制度へと組織化される以前の（論理的に），人間形成行
　　　　　　　　　　　　（3）
為の特殊な形態であるr教育」の問い直しの試みがなされる。Vでは，こうし

た教育の再考を踏まえつつ，議論は再度学校論に回帰し学校の問い直しが試み

られる。ただし，ここで問題とされる学校とは，職業準備機関ならぬ人格形成

の場であることを標榜する学校，アリエスや中内に従うならば近代学校である。

VIでは，教育及び学校の固有の権力性とは何かが論じられる。V皿では，以上の

議論を受けて，再度現代学校が，そこに編成されている社会関係，権力関係の

様態という視点から簡単に描写される。㎜では，今後本稿で示した理論枠組み

を修正・補強する作業を進めていく上での必要な視点の内，特に重要だと思わ

れる二点が提示される。

　かくして本稿では多分に，教育批判・学校批半1」的議論が展開されることにな

ろう。だからといって本稿は，教育や学校が潜在させている可能性の発現を阻

む教育外的・学校外的諸力の存在を捨象し，今日教育・学校の領域に生起する

様々な問題の源泉をもっぱら教育という営為・学校という制度それ自体に求め，
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それ故根本的には教育・学校の否定・破壊以外に問題の解決の道はない，とす

るものではない。そうではなく，冒頭のr教科研新活動方針（素案）」につい

ての解釈の中でも示唆したように，今日の社会状況においては，教育や学校の

もつ可能性は十全に発揮されておらず，逆に，やはり教育や学校それ自身の内

にこの可能性と容易には分離しがたい形で孕まれている問題性の方が顕在化し

ているのであり，そうである以上，教育や学校それ自身に内在するこの問題性

の内実を一度は十分なる吟味にかけることによってのみ，教育’・学校の領域の

種々の問題の解決の方途を見出すことができるという考えが，本稿の叙述の前
　　　　　　　　　　　　　（4）
提となっているところなのであ乱

　1I今日の子ども・青年の学校への強迫的囚われ

　Iにおいて，学校の制度的秩序が子ども・青年の内面を支配し，彼らの内に

この制度的秩序への強迫的な囚われを生み出しているという今日的事態を易u扶

しようとする議論を紹介したが，ただしこの強迫的な囚われとは必ずしも，学

校が指し示す規範’期待をそのまま是と受けとめ，その履行に専心する行為と

してのみ現出するわけではない。先に少しく触れたように竹内常一は，今日の

子ども・青年の「問題行動」を，自己を内から支配する「学校的まなざし」か

ら訣別し，「自己の解体・再編」を遂行する葛藤の過程，つまりr拘束されて

きた自分と，自立しようとする自分との葛藤」の過程としてみるべきであると
　　　（5）
述べている。これは裏を返せば，学校への強迫的な囚われは，表面的には学校

的秩序への拒否や敵対とみられる言動にまで貫かれる場合があることを意味し

ている。例えは，rかれら〔『非行生徒』　　弓1用者〕のほとんどは，制度とし

ての学校に強迫的なこだわりをもっており，それに未練をもってい乱その意

味では，かれらは制度としての学校につながれており，それから解放されてい
　　　　　（6）
るとはいえない」のである。

　こうした学校への強迫的な囚われは，学校的規範の文字通り一忠実な履行者や，

反対に表面的にはr問題行動」によってこの秩序への拒否を露に呈示している

かにみえる者たちのみにみられる特殊な事柄と見傲すのは一面的であろう。む

しろそれは，彼らを典型的な事例としつつも，今日の子ども・青年のかなりの

多数が通有している内面の在り様としておさえておくべきことであろう。そし

て，この多数の子ども・青年の学校への囚われ方は，r問題行動」に走る者た
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ちと同様，学校的規範へのストレートな服従ではない，かなり屈折した表れ方

をしている場合が多いとみるべきであろう。

　小浜逸郎によれば，今日学校において，「教師がふつうに，これまでどおり

授業をやっても少しも。聞こ．うとはしないような，教師一生徒間の関係の崩壊」
　　　　　　　　　　（7〕
状態が広がっているとい㌔すなわち，従来であればその自明性を疑われるこ

とがほとんどな一がった，教師一生徒問の権威一服従関係がかなりの程度まで拘

束力を失いつつあるというのである。こうした関係の構造の崩れの背後には，

「現在の高度産業社会や都市文化が作り出す新しい生活感情（の激しいゆら
　（8）
ぎ）」　があり，それが単調で変化に乏しい学校内の文化の魅力のなさを際立た

せ，旧来の教師一生徒関係の安定性を揺さぶっている。かくして小浜によれば，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
今日学校制度は，精神的な統制力，影響力，威信性を喪失しているのである。

　小浜の論は，今日多くの教師たちが目の当たりにしている現象をそれなりに

的確に描写しているのではないか。しかしだとすれば，果たして，先程述べて

きた，生徒の学校的秩序への強迫的囚われというもう一つの事実はどのように

説明すればいいのか。

　小浜の指摘する学校及び教育の精神的な統制力，影響力，威信性の喪失とい

う事実は，それらの権威の正当性の動揺とみることができる。だが，権威の正

当性という意味での「精神的な統制力」の揺らぎは，その権威の一切一の精神的

な統制力の喪失とは必ずしも同じではない。R・セネットはこの点を鋭く挟り
　　　（10）
出している。セネットによれば，近代の権威一服従関係の特殊性は，従属者が

権威の正当性を承認しないにもかかわらず，結果的には権威に依存することと

なるという，この．関係の屈折した表れ方である。これは露な依存を屈辱と感じ

るようになった近代人が権威に服従する際，拒絶の宣言によって仮面をつける

ことに起因してい孔セネットは権威一服従関係のこうした在り方を「拒絶の

絆」と呼んでおり，その具体的形態として次の3つを挙げている。①「不服従

の依存」。つまり，権威者が何を望んでいるかに強迫的に注意を集中し，権威

者の意志がわかってはじめて，反逆の行動に取りかかること。②r理想化され

た置換」。つまり，現実の権威者の正反対の在り方を理想的な権威者として思

い描くこと。③r消滅の空想」。つまり，権威者が消滅すれば万事うまく行く

とし，結果的には悪しき権威者の存在を必要とすること。

　かくしてセネットの議論に依拠するならば，一見権威の崩壊と見傲しうる事
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態が進行していたとしても，そのことはこの権威から由来する「精神的な統制

力」の減退にすぐさま結びつくとは限らない，ということになる。そして，今

日の子ども・青年の学校の制度的秩序への囚われとは，まさにこのような，あ

る権威に対し「拒絶の絆」によって繋がれた状態の典型的事例のひとっとみる

ことができる。むろん彼らの学校や教師の権威に対する外見上の拒絶を助長す

るような，学校での文化伝達の内容・形式双方における魅力の低下もまた厳然

たる事実であろうが，同時に，それにもかかわらずこの権威の拘束から離脱し

きれないというのも否定できない事実であり，このアシビヴァレントが，彼ら

の苦悩をいっそう募らせているとみることができるのではないか。

　それでは彼らを逃れがたく拘束する学校の秩序の権威の内実とは，いったい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（u）
いかなるものなのであろうか。一この問題が皿以下の論述の主題となる。

　さて，子ども・青年の学校への強迫的な囚われは，学校がその明瞭なる意識

化を困難たらしめる形で強制してくる規範の基準を，あくまで自分個人の努力

で満たすべきものであると，また満たせないならばそれはあくまで自分個人の

責任であると彼らに感得せしめるr＜private　troub1e〉への幽閉」の内的過程
　　　　（工2）
を伴らてい孔例えば，登校拒否・不登校の生徒は，かえって学校に強く囚わ

れており，学校に行けない自分を追い詰め，罪責感を募らせ，そのため自己受
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
容が極めて低いことは，つとに指摘されていることである。ただここで明確に

しておきたいことは，こうした自分個人に責任を帰する感覚は，．必ずしも自分

をしっかりと見据えた上でのものではなく，それ故，そこにはr逃げやごまか
　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
しや居直り」，r理不尽きわまる責任転嫁」といった，それと相反する感覚が不

離一体となって併存している，という点である。

　r強迫パーソナリティとは今日最もよくみられる性格タイプである」という
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）
言葉ではじまるサルズマンのF強迫パーソナリティ」によれば，強迫的行動は，

分離した存在でありながら，なおかつ他者との相互作用なしには生存できない

人間が，こうした不可避的な存在様式から由来する無力感・不安感を回避しよ

うとする機制であるという，人間学的な次元に究極の根拠をもちつつも，同時

に，この行動の病的な昂進は，かかる人間学的次元にのみならず，r社会の政

治的，経済的，社会的構造」的次元をも考慮してはじめて説明できるものであ

る，という。こうした社会的要因をも視野に入れた場合，強迫的行動ないし強

迫的パーソハリティとは，人間が常に何らかの欠陥をもつ「不完全」な存在で
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あり，生存のためには他者への依存が不可避であるという当然の事実を感じと

ることを阻害され，欠陥をも含めて，さしあたり自己の現状をそのままに見据

えるという意味での自己受容が許されないような社会的条件下において生じる

ものであるとみることができよう。こうした条件下において生ずる，「人間の

不完全性，誤謬性，人間性」の自覚を拒み「全知全能であろうとする試み」こ

そが，強迫的行動の本質なのである。

　サルズマンの著書自体は，強迫的行動・強迫パーソナリティーの一般的性格

を論じたものだが，この一般的性格が今日の日本の子ども・青年にもあてはま

るものだとすれば，それは彼らが，自己とは他者との相互作用においてしか存

在しえず，また常に何らかの欠落をもつr不完全」な存在であるという当然の

事実を否認せしめ，自己の現実の姿に直面しそれを受容することを妨げるよう

な社会的実践・制度の下に組み込まれているからであるといえよう。そして，

結論を先取りして述べれば，学校という社会的制度，さらにはこの制度に組織

化されている教育という社会的実践自体が，ある面でこのような被教育者を個

別化し，r完全さ」を追求する虚しい努力へと彼らを駆り立てる危険性を孕ん

でいるのである。つまり教育やその組織化としての学校は，欠落があるという

単純な事実を，それは未だr完全さ」（抽象的で実体のない）へと至る「準備」

段階にあるからだという幻想へとすりかえることによって，被教育者が自己の

ありのままの現実に直面しそれを受容するのを妨げ，また，「完全さ」を個々

人ばらばらに追求するご、とを暗黙のうちに強制することによって，彼らをして，

他者との支え合いの内にしか存在できないという事実を視野の外に放逐せしめ

る一そのような作用をなす力を，潜在的ではあっても有しているのである。

　このように，学校の制度的秩序は，他者との相互作用の内にある自己という

感覚を弱め個人を孤立させるカを有しているが故，そこへの強迫的な囚われに

は確かに，十分に顧慮されるならば「多くの人々に通有する普遍性をもつもの

である」ことが気づかれるはずの＜socia1conf1ict＞の＜pr｛vate　troubユe＞へ
　　　　　　　　　　　　　　　（16）
の「幽閉」という事態が随伴している。

　ただ，強迫性とは自己への十分な直面を回避する防衛機制である故，囚われ

人は＜privatetroub1e＞が由来するところを明確に見据える努力を逸らされる

ため，先にも触れたように，すべてをr自分のせい」と患い込んでみたり，他

人に責任を転嫁してみたりという揺らぎを，真とした意識の中で繰り返すこと
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になる，というのがより一般的な事態であり，自分個人に責任を帰する感覚は

この揺らぎの一方の端であるといえるだろう。

　さて以上にみてきたように，学校への強迫的囚われは，子ども・青年をして

自己を他者から孤立化させて感得せしめる作用を伴っている。ただしここで留

意しておくべきは，この孤立化が他者への顧慮の一切の消滅を意味するもので
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
はないという点である。むしろしばしば指摘されているように，今日の子ども・

青年は，周囲の学校友だちとの対人関係への過剰なほどの気遣いを示し，この

関係から仲間はずれにされないよう絶えず気を配ってい乱彼らはr仲間にこ

だわりながら仲間の中で安心できず不自由になっている」，あるいはr好き・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工8）
嫌いの感情にふりまわされている」のである。

　こうした今日の子ども・青年の対人関係の在り方の質を十全に説明するため

には，現代の生活様式の在り方をはじめとする様々な要因の複雑な絡み合いの
　　　　　　　　　　　　　　　　（19）
分析を要することはいうまでもあるまい。本稿はVにおいて，先述したような

教育がもつ被教育者を個別する力は，とりわけそれが学校という時空間におい

て作用する場合，彼ら相互の問にある種の相互関連をも生み出しつつ作用する

ものであることを示したい。つまり，それは上記諸要因の複合の一端をなして

いるわけである。むろんこのことを示しえたとしても，彼らの特殊今日的な対

人関係の在り方を説明しきるには，未だ考慮すべき多くの要因が残るのではあ

るが，ただ生活時間のかなりの部分を学校内で費やし，対人関係をとりむすぶ

べき相手としては圧倒的に学校友だちが多いであろう彼らにとって，その規定

要因として学校的・教育的要因の重要度はそう小さくはないとだけはいえるだ

ろう。

　以上，今日の子ども・青年の学校の制度的秩序への＜強迫的＞囚われという

キー・夕一ムに関して若干の事柄を論じてきたが，ここから導出された皿以下

の課題は，彼らをしてそこに強迫的に囚わしめ，一彼らを相互連関させつつ個別

化していく教育・学校の力とは何かを明らかにすることである。

　㎜　＜教育の固有性＞をどうみるか。

　Iで結論先取り的に論及したように，その働きかけの対象者たちを（相互連

関させつつ）個別化していく力は，学校のみならず，論理的にはその前提にあっ

てそこに制度化されている教育という営為にも，既に備わってあるものである。
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　　本節以下はこの点を明らかにしていくことが課題とな乱その際議論の緒

として，本節では，つとに教育の固有な性格の明確化を試みてきた中内敏夫の
　　　　　　　　　　　　　　（20）
最近の所論の検討を行っていきたい。

　中内はユ960年代初頭以来，教育学の体系化の努力を続けてきたが，その努力

の焦点は，たんに分立し細分化した状態にある教育諸学の研究成果のエッセン

スを整理することにとどまらず，分立した教育諸学が最低限共通に踏まえるべ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）
き教育学の概念体系を構築しようとする点にある。中内のかかる作業において

は，その基礎として，他の様々な人問形成行為から区別されるr教育」の固有

な性格の明確化が重要な位置を占めているのである。それでは中内は，この教

育の固有な性格をどのように捉えているのであろうか。

　中内の教育概念規定を要約すれば，＜教育とは，内発的性格をもつ発達・学

習に対する意図的・計画的な助成的介人であり，この発達への助成それ自体を

目的として行われる人問形成諸行為の一形態である〉とでもなるであろう（3

－24頁）。それは，＜意図的・計画的＞である点で，様々な対象化行為・相互行

為一「ものやものことにむかってゆく行為」（22頁）　　の中で間接的に性

格や能力がつくられていく「形成」と区別される。またそれは，発達・学習に

対し何らかの影響を及ぼすことを意図した他者からの＜介入＞である点で，発

達・学習そのものと区別される。ただしそれはあくまで＜助成的＞でなければ

ならず，「そうでない介入は，教育でなく，発達の統治（regu1ation）になり，

選別（se工ection）になる」（8頁）。さらに教育は，人問の発達それ自体を目的

とする点で，政治的・宗教的・経済的な社会集団・組織の維持・変革のために

行われる人間形成活動である「教化」とも区別される。つまり，中内の言葉に

よれば，「〔……〕教育は，社会のための人問形成ではなく，社会を各人それぞ

れの立場からよりよく生きる力をつけてゆくしごとである。したがってそれは，

直接には，社会の良さというよりも人間の良さにかかわるしごとである」（24

頁）。かかる教育は中内によれば，共同体秩序一r人問の内なる自然性が外

的規範に自ずから一致するはずとの前提」をもちrこの一致が現におこりうる

地縁的・血縁的・宗教的な共同体秩序（147頁）　　が解体した近代において

成立し，共同体解体後のrこの自由で不安な現実を熟慮し分別して生きる力の

獲得による，自己保存と自立の達成」（ユ57頁）を目的とした，歴史的に特殊な

人間形成行為なのである。
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　以下ではかかる中内による教育概念規定，すなわち中内による教育の固有な

性格の把握を前提としながらも，そこに一定のデフォルメを施していく。

　中内の教育概念規定を読み解く際に留意すべきは，そこに描かれている教育

の固有な性格は実体的に存立するものとみてはならないという、点である。確か

に中内の叙述は一見実体自勺な描き出し方をしているかのように読める。だが実

際は，中内が規定するところの教育とは，種々の教育的営為，教育的思想から

抽象し構成したいわばr理念型」的概念であり，それは抽象の源泉である現実

の教育的営為・教育的思想において即自的に成り立っ一ものでは必ずしもない。

こうした意味で中内によって抽象された教育の固有な性格は実体的ではない。

しかし，中内は様々な混在物を含んだ現実の教育的営為教育的営為・教育的思

想が，それにもかかわらず潜在的には含んでいる可能性を教育の固有な性格と

して抽象し，今後の教育的営為・教育的思想がめざすべき理念としてそれを提

示した，と考えられる。それ故，それは，種々の教育的営為・教育的思想がま

さに教育として純化され，いずれ辿り着くべき，また辿り着きうる理念として

実体的である。

　それに対し筆者の見解によれば，かかる教育の固有な性格は，現実の様々な

教育的営為・教育的思想が自己の正統性を主張する際の準拠点として多かれ少

かれ機能してきたものであるという点で既に実体的であり，にもかかわらずそ

れ自体としては永遠に成立しえないものであるという点では常に実体的ではな

い。その意味は以下の通りである。

　教育がr社会の良さ」ならぬ「人問の良さ」を目的としているという点とい

い，このr人商の良さ」の一歩踏み込んだ規定としてのr自立」といい，教育

の方法的特徴であるr助成」といい，それらはいずれも，それぞれの意味内容

を内在的に規定できるものではなく，“それはr人問の良さ」r自立」を目的と

していない，r助成的」でない，よって教育ではない”というふうに，他の教

育的実践に対する否定，他との対比によってしか定義することができないもの

なのである。というのも，中内のいうように，「教育的発達」は「歴史的・文

化的文脈にうらづけられた対人関係のなかで成り立つものであり，その動態は

本質的に社会性をもっている」（6－7頁）が故，r人問の良さ」といっても，

それは「社会の良さ」と切断して考えうるものではないし，また「自立」の意

味内容も一義的には決定できないし，さらに何をもって「助成的」と見傲すか
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も歴史的社会的な相対性をもつ問題であると考えられるからである。むろん，

共同体の解体が物質的規定要因となって，これまで他の社会的諸実践の中に溶

け込む形で存在し一できた人問形成行為が，近代以降そこから分離して凝集し，

「教育」としての独自な領域を形成したことは確かな事実と考えてよかろう。

中内の指摘するところのr人間の良さ」r自立」r助成」とは，客観的物質的根

拠を有するこの独自な領域において，教育としての正統性の基準として歴史的

に確立してきた価値であるといえよう。その上で，教育なる領域は，諸人間形

成行為が，この価値を基準に“あれは教育ではない”と相互に他を指弾し合い

つつ教育としての正統性を争奪し合う場であると考えることができるではない

か。また，この諸人間形成行為間の闘争は，教育観の相違等のたんなる教育内

在的な相剋としてのみならず，その教育内在的な相剋自体が社会構成体全体に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）
おける階級・階層間の闘争を背後においたものとして把捉されるべきである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）
中内も主張するところの＜階級闘争の場所としての教育＞なる把握は，かかる

意味において捉えられるべきであろう。

　さて，中内の教育概念規定から出発しつつ，それをやや踏み越えて，教育な

る領域の固有性を以上のように考えてみるならば，かつこの領域の正統性の争

奪の闘争から一歩身を引いた立場をとってみるならば，ある価値基準に照らし

て教育といえる行為のみを教育として捉え，それ以外の諸行為は“未だ教育た

らざるもの”として退けるというわけにはいかなくなる。そして教育なるもの

についてのかかる認識的構えをとることによって，次のような問いを立てること

が可能となるのである。すなわち，教育には，「人間の良さ」r自立」一「助成」

といったこの領域の価値と必ずしも背反しないものでありながら，なおかつ前

述のように，その受け手たちを個別化していく力を含んだ人間に対する働きか

けの様式であるという側面が，常に存在してはいないかという問いである。か

かる問いは，もはやr教育」としての価値を争う諸人間形成行為のうちのある

特定のものに対してのみ向けられるにとどまらない。それはr人聞の良さ」r自

立」r助成」という価値をめざす営為自体について，つまり教育それ自体につ

いてなされるべき問いなのである。では教育の一側面をなすこの人間に対する

働きかけの様式とはいかなるものであろうか。　　こちらの問いに対する結論

をあらかじめ提示するならば，教育の場における＜教える一教えられる＞の関

係には常に，フーコーのいう「牧人一司祭型権力」が作用しており，この権力
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によって問題となっている個別化がなされる，ということになる。以上二つの

問いにつきWで検討しよう。

　W　教育とr牧人一司祭型権力」

　フーコーはユ980年代初頭に発表された論文r主体と権力」の中で自分の研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サプリエクト　　　　　　サフジエクト
歴を振り返り，その「統一的主題」が人間が主体化され（＝服従を強いられて）

ているさまざまな様式について，一つの歴史を構想すること」であったと述べ
　　（24）

ている。この人間のr主体化」の内容はやや具体的には，r個人を隔離し，他

者とのつながりを切断し，共同体の生活を分割し，個人を内面にひき戻し，強
　　　　　　アイデンティティ　　　　　　　　　　　　（25）

制的に己れの自己認識に縛りつけるもの」という彼の言葉に表現されている。

つまり，「主体化」とは「個別化」なのである。

　フーコーは前掲論文にて，かかる＜人問の主体化〉をもたらすものとして

r牧人一司祭型権力」なるr権力技法」を挙げてい孔フーコーによれば，r権

力とは手に入れることができるような，分割されるような何物メ）・，人が保有し
　　　　　　　　　　　　　　（26〕
たり手放しナこりするような何物か」というように実体的なものではなく，関係

の様式である。では「牧人一司祭型権力」とはいかなる関係の様式なのか。
　　　　　　　　　　　　　　　　（27）
　　フーコーは以下のように描いている。

　r牧人一司祭型権力」はキリスト教に起源をもち，キリスト教にお・ける牧人

と信者との関係を範型としている。そこでは牧人は信者の集団全体に力を及ぼ

しつっも，集団内の個々の信者にまで顧慮を行き渡らせ，個々人の救済のため

に献身的に努力する。信者にとって救済は確かに彼個人の問題ではあるが，し

かし救済は義務づけられており，救われるために全力を尽くすことが強制され

るのである。かかる救済を保証する牧人に対して，信者はその権威を受け入れ

絶対的に服従しなければならない。この権威の受容とそれへの服従は，信者が

牧人に対し己が魂の内密の部分で起きたことすべてを吐露し牧人の前に晒すこ

とを意味している。こうして信者は，救済を保証し保証されるという牧人との

関係の中で，自分自身も知らずにいた自己の内面を良心の検討や告悔の実践の

中で明らかにしていく。つまり個人のr主観性」がはっきりと出現してくる。

かくしてフーコーによれば，「牧人一司祭型権力」とは「個人形成的」な権力

であり，この権力が働く場において，個人は上述のごとく「主体化」され「個

別化」されていくのである。
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　むろん混沌としていた自己の内面が「主観性」として明確に形成されていく

ことが，r他者とのつながりの切断」という意味でのr個別化」につながると

いう議論は，にわかには頷けないものかもしれない。しかしr牧人一司祭型権

力」においてこの「主観性」が形成されていく過程をもう少し立ち入ってみて

みれば，この議論にも納得がいくであろう。つまり牧人は，信者が現実との関

係において今ここで抱えている問題，その現実に対する感覚を，信者個人とそ

の内面の問題へと還元していく。そのような方向で，信者に問いかけ，“お前

の内面はこうだ”との判断を提示していく。信者はこの牧人の権威を受容して，

牧人に向かって自分について語り，語ることによって自分自身の内面に目覚め

ていく。つまり彼はあくまで牧人のみとの関係において，牧人の明示的・暗示

的な問いかけに従って，自己の内へと視角を定位される中で，自己のr主観性」

をつくりあけていく。　　「牧人一司祭型権力」とはかかる関係の様式なので

あり，それ故フーコーのいうように，r個人を内面にひき戻し，強制的に己れの
了イデンテイチイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（28）

自己認識に縛りつける」権力なのである。

　「牧人一司祭型権力」は，前述のようにキリスト教に起源をもちつつ，単に

この宗教の牧人一信者関係を貫いた権力であるにとどまらない。フーコーによ

れば，それはユ8，9世紀を通じて別の場所に移植され，「社会全体に拡がった，

多くの制度の内に支えを見出」すようになるのである。だとすれば，このr牧

人一司祭型権力」の種々の制度的秩序への拡大は，教育にまで及んでいるので

はあるまいか。すなわち前述のように，教育とは「社会の良さ」ならぬ，「人

間の良さ」・個人のr自立」を目的として行われる，被教育者の発達・学習へ

の目的意識的なr助成的」介入を，その固有な性格とする営為であったが，そ

うだとすれば，かかる教育的行為が遂行される際にとり結ばれる＜教える一教

えられる＞関係には，「牧人一司祭型権力」が不可分の一側面として貫いてい

るといえるのではないか。けだし，教育が個人の「自立」こそを固有の目的に

据える点は，個人に向けられ，その個人の救済のための献身的努力において

r牧人一司祭型権力」が作用する回路を常に開いているからである。さらに，

教育のr助成的」という性格もr牧人一司祭型権力」が作用する場を不可避的

に提供しているといえるからである。つまり，教育が「助成的」であるとは，

その働きかけの受け手の全人格をその内面からつかみ，その内面の状況に最も

噛み合った働きかけを行おうとすることを意味するが，そのことは，この働き
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がけが受け手を自己の内面に沈潜せしめる，すなわち受け手が今現在抱えてい

る様々な問題を，彼の内面の問題へと転轍するものとなりうる不可避的な契機
　　　　　　　　（29）
をなしているのである。

　ただしここで留意すべきは，以上の論述の趣旨は，教育的関係は徹頭徹尾

r牧人一司祭型権力」であるということでは決してない点である。かかる認識

は，教育とr牧人一司祭型権力」とは全く相いれないとの認識と同様に正当で

ないし，フーコー自身の権力認識とも背反してい孔フーコーは，「権力とい

う語によってまず理解すべきだと思われるのは，無数の力関係であり，それ

らが行使される領域に内在的で，かつそれらの組織の構成要素であるようなも
（30）

の」と述べ，また「権力の関係は他の形の関係〔……〕に対して外在的な位置

にあるものではなく，それらに内在するものだというこ」と。そこに生じる分割，

不平等，不均衡の直接的結果としての作用であり，また相互的に，これらの差
　　　　　　　　　　　（31）
異化構造の内的条件となる」と述べている。これらを教育的関係と「牧人一司

祭型権力」との関係の場合に適用してみるならば，フーコーのいわんとすると

ころは，①「牧人一司祭型権力」は教育的関係という自立的な場において，こ

の関係の論理に即して作用すること，②同時にr牧人一司祭型権力」は教育的

関係の不可欠の契機であり，この関係を支える条件のひとつであること　　こ

れであろう。先に言及した二つの認識は，①，②いずれかの点を看過している

が故，正当ではないのである。

　以上，極めて不十分ではあるが，教育的関係には不断に「牧人一司祭型権力」

が貫いていること，そしてこの権力の作用故に，教育の受け手はこの関係にお

いて，自己の内面への閉塞を強いられる形で個別化されていくような場におか

れるということ，を示してきた。要するに，前節末部で設定した，教育なる営

為に内在する，被教育者を個別化する力の内実を明らかにするという問いへの

答えが，一応ここまででなされたことになる。

　しかしながら，＜教育とr牧人一司祭型権力」＞という問題設定からみえて

くる教育のもつ個別化する力は，あくまで教育者一被教育者問の関係の中で作

用するものに限定され乱だが筆者は，既にIの叙述の中で言及したように，

今日教育の場面において子ども・青年を個別化する力には，教育者一被教育者

問関係において働くものに加え，子ども・青年同士の間のある種の相互連関を

も含みこんで作用するものがあり，こちらの力も視野に入れない限り，今日彼
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らが教育的学校的秩序の中で直面している事態を十全に把握することはできな

い，と考えている。だとすれば，今後の議論の展開においては，最早「牧人一

司祭型権力」のモデルの援用に留まっているわけにはいかない。というのも，

このモデルは＜教える一教えられる〉関係の最も基底的な次元において作用す

る権力を指示するものであり，教育・学校の今日的事態を捉えるための理論モ

デルとしては，これのみでは必ずしも十分とはいえないからである。かくして

以下の行論では，「牧人一司祭型権力」に比して具体性の度合いが一段上にあ

る，同じくフーコーの＜「規律・訓練」型権力〉モデルが援用される。そして

議論のレベルは教育論から再度学校論へと還流するのである。

　V　学校と「規律・訓練」型権力

　フーコーが「規律・訓練」型権力について主題的に論じているのは，彼の代
　　　　　　　　　　　　（32）
表作のひとつr監視と処罰』においてであ孔フーコーによれば，r規律・訓

練」とは，17・18世紀に種々の領域においてr支配の一般方式」となった権力

の型であり，一それは身体に対し微細にわたって働き．かけつつ「従順な身体」を

造り出す「政治的解剖学」である（ユ43頁）。その際この権力は，「自分に服従

するものを何でも一様に全体として順応させるかわりに，切離し分析し区分し，

その分解方式を必要かつ充分なさまざまの単独性へ及ぼす。」つまり「規律・

訓練こそが個々人を《造り出す》」のである（工75頁）

　かかるr規律・訓練」的権力技法は，「起源のさまざまな，出所もばらばら

の，しばしば些細な過程」が，「徐々に，総括的な方策の完成因」を構築して

いったものである（ユ44頁）。ではこの「完成因」をフーコーはどのように描い

ているのか。　　最初にこれをみていくことにする。

　まず「規律・訓練」は個人とその身体に対し次のようなr処置」を施す（工47一

ユ7ユ貝）。

　11）空間への各個人の配分。ただし各人を特定の場所に固定するのではなく，

　序列階梯の諸位置を巡らせつつ，彼らを個別化してい㍍

　12〕精密な碁盤目状に分割された時間の諸単位に活動の諸単位を配分する，活

　動の管理様式。

　13〕段階的形成の編成。つまり，次第に複雑さを増す諸段階に分割され，前の

　段階が完全．に習得された場合にのみ次の段階へ移るという訓練活動の組織化
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　の様式。各人は自分の属する段階に相応しい訓練を受け，各段階終了ごとに

　目標達成が試験される。すなわち，rある最終的状態へ向かっ．て人問の行動

　の方向を変え」，rあるいはこの終極との関係での，あるいは他の個々人との

　関係での，あるいは或る型の進路との関係での，個人の果てしない特徴表示」

　を行う。

　14〕各人から最大量の力を引出し総体が生み出す成果が最大となるよう企図さ

　れた，諸身体とその活動の組合せ。

　r規律・訓練」を構成する以上の諸「処置」は，次のような「単純な道具」

の中に組み込まれ具体化されている（ユ75一ユ95頁）。

　（1）階層秩序的な監視。つまり常に至ろ所に及ぶよう組織化された監視の視線

　の構造。この下にある時人々は，ほんとうに凝視されているのかどうかの確

　証が得られぬまま，にもかかわらず常にその見込みのあることだけは承知し

　ており，それ故彼らはr自分がみずからの服従強制の本源になる」のである。

　｛2〕特殊な刑罰機構。すなわち法律に基づく刑罰の空白を埋める微視的な刑罰

　制度であり，怠慢，無作法，横柄，だらしなさ，といったr比較的重要でな

　いため本来の刑罰制度の対象とされなかった」諸行為が処罰の対象となる。

　さらにそこでは「不適合なものという明確でない領域」までもが処罰の対象

　となりうる（例えば，r所定の水準に達しない」，r課題をなしとげるカのな

　さ」等）。また「規律・訓練」的な処罰は「矯正感化的」でなければならぬ

　故，こ1の処罰は訓練そのものの強化・反復となる。さらにこの処罰はあらゆ

　る行為・能力等を良い評点と悪い評点とに振り分ける階層序列的な刑罰制度

　の下に組み込まれている。つまり，「規律・訓練」は，「序列の後退や地位の

　剥奪でもって処罰する」のである。

　　こうしてr規律・訓練」的な刑罰機構は，①人々の個別的な行動・成績・

行状をある総体へ指示連関させる。②個々人をそうした総体との連関におい

　て差異化する。③個々人の能力等を量化し階層序列化する。④ある基準を実

現されねばならぬものとして束縛が働くようにする。⑤規格の内・外を分か

つ境界を設定し，そこから外れる者を排除する。出すなわちr比較し差異

化し階層序列化し同質化し排除する。要するに規格化するのだ。」そしてそ

　のことによってr等質性を強制」しづつ同時にr個別化をおこなうのである。」

（3賦験。それは階層序列的な監視と規格化を行う刑罰制度との結合である。
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　試験は各々の個人を，r記述され評価され測定され他の個人と比較され，し

　かも個人性したいにおいてそうされるような個人」＝「事例」としての個人

　に仕立てあげる。

　かくしてフーコーによれば，「さまざまな規律・訓練を一言で特徴づけると

すれば，それは個人別の差異が関与的である，権力上の一様式だ，ということ

になる」（185頁）。＜個人から構成される社会＞という構図は商品所有者闇の

契約関係から抽象された虚構である，としばしばいわれる。だが，個人とは

r規律・訓練」という権力の型によって造り出される一つのr現実」でもある。

権力は現実を隠蔽するのみならず，それを生み出しもするのだ（ユ96頁）。そし

てr規律・訓練」によって造り出されるこの個人とは，ここまでの行論に示し

たように，「自分がみずからの服従強制の本源になる」ような自己規律的で，

かつ個別化された個人である。すなわちその個人とは，r牧人一司祭型権力」

によって生み出される個人と重なるものなのであ乱

　だが，かかる個人を形成していく方法についていえば，これら二つの権力の

型の問には若干の相違がある。すなわち，r牧人一司祭型権力」においては前

節でみたように，被支配者は，支配者との関係において彼に対し自己の内を晒

すことによって個別化された「主観性」を作り上げてい㍍それに対して「規

律・訓練」的権力においては，被支配者は，常に支配者の監視の視線の前に晒

されているという「牧人一司祭型権力」の状況と類似した状況に置かれるのに

加え，他の被支配者と比較され差異化されつつ個別化されるという状況に置か

れるのである。やや言い方を換えれば，被支配者は，他の被支配者との間の関

係の構造の中においてある位置を割り当てられたことによって個別化されるの

である。要するに，r規律・訓練」型権力の下では，個人は他者との連関の中

で個別化されるという一見逆説的な様相が現出するのである。

　この点を押さえた上で，次にr規律・訓練」型権力と学校との関係をどう把

握すべきかという問題へと論を進めていきたい。この論点に関し筆者は，r監

視と処罰』において17・8世紀にr規律・訓練」が学校の中へ浸透していく様

を描き出したフーコーにならって，この権力は学校という時空問を構成する諸

関係を不可避的に貫いているものであると考える。というのも，アリエスの学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（33）
校についての歴史的叙述から読み取れるように，近代学校はまさにフーコーが

列挙したr規律・訓練」の諸「処置」・「手段」が組織化された時空間として
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成立したのであり（例えば，時間割，段階的形成，監視，種々の処罰，そもそ

も個々の生徒に対し規律を及ぼそうとする発想等），同時にそれらは今日の学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（34）
校にも見られる事実そのものである場合が少なくないからである。

　むろんこうした見解は，学校はr規律・訓練」的権力関係によってのみ構成

されているとの含意をもつものでは決してない。そうではなく，先に論じた

「牧人　司祭型権力」と教育との関係と同様，「規律・訓練」型権力は，ある

固有性を保持した学校制度の中で，その固有な論理に即しながら常に作用して

いるというのが筆者の見解の趣旨である。つまり，＜権力の「規律・訓練」的

な様式は他のすべての様式にとって替わるのではなく，他の様式の中にしみ込

んで，それらを媒介する＞（216頁）という，より一般的な次元についてのフー

コーの認識が，学校についても妥当するということである。

　以上本節では，「規律・訓練」型権力は服従する者たちを彼らの間にある種

の相互連関の中に組み込みつつ個別化していくこと，及びこの権力は学校内の

社会関係の不可欠の契機をなしていること，を示してきた。要するに，学校と

いう制度的秩序は根源的に，その秩序に服する被教育者たちを相互連関させつ

つ個別化する力を有しているということであ私がかる認識が妥当だとすれば，

この力こそが，Iで触れた今日の子ども・青年相互の間の癒着と孤立化との共

存の，学校的要因の一端をなしているといえるのではないか。

　w　教育・学校そのものの権力性

　1V，Vを通じて述べてきたように，教育・学校においては，常にr牧人一司

祭型権力」あるいはr規律・訓練」型権力が作用している。しかし同時に，こ

れも既に述べたことだが・．教育・学校の社会関係がこれらの権力関係に還元さ

れるわけではなく，教育・学校の固有な論理が保持されつつ，むしろその論理

に沿いながらこれらの権力は作用しているのである。では，この教育・学校の

固有な論理の方には何らの権力性が含まれていないのかといえば，必ずしもそ

うではない。先にフーコーの主張の一部を＜権力の「規律・訓練」的な様式は

他のすべての様式にとって替わるのではなく，他の様式の中にしみ込んで，そ

れらを媒介する＞というふうに要約したが，ここでの＜権力の他の様式〉のひ

とつが教育・学校の固有な論理の内にも含まれているのである。以下では，か

かる教育・学校の固有な論理の内に含まれる権力性とは何かについて検討して
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いくが，その際，この問題をかなりの程度主題的に扱っているブルデュー，パ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（35）
スロン『再生産」「第1部　象徴的暴力の理論の基礎」に依拠して論が進めら

れる。

　ブルデューによれば，すべての「教育的行為」pedagogic　action（以下P　A）

は，一方でそれが究極的には「社会構成体を構成する諸集団・諸階級の間の権

力関係power　re1ati㎝s」を基盤にした，純粋なるコミュニケーション関係と

は異なる「盗意的権力」arbitary　powerであるという意味で，他方でそれが

rいかなる普遍的・物理的・生物的・精神的な原理」からもすべてを演繹でき

ない「文化的恣意」ou1土ura1arbitraryを教え込むin㎝1ca七eものであるとい

う意味で，「象徴的暴力」symbo1ic　vio1enceである，という（1．，1．1．，1．2．，

1．2．1．）。しかしここで十分に注意すべきは，P　Aが恣意的権力であるとはいっ

ても，それは決して，PAは実質上物理的な力あるいはそれに近い威圧的な力

の行使である，という意味ではないし，またPAが教え込む内容が＜恣意的＞

であるとはいっても，それは決して，すべての意味は所詮＜恣意的＞であると

いう単純な相対主義の主張を意味するものではない。ブルデューの真の意図を

表す一節をやや長いが引用してみよう。

　rP　Aに関する社会学理論は，押しつける盗憲性と押しつけられた内容の盗

憲性とをはっきり識別して，2つの論理的虚構の間の関係，つまり，押しつけ

の客観的真理としての純粋の権力関係という虚構と，押しつけられた意味の客

観的真理としての純粋の盗意的文化という虚構との間の関係が含んでいる社会

学的意味合いを明らかにする。露骨に自らを示威する権力関係という論理的構

成物は，文化的恣意性でしかない諸々の意味という論理的構成物と同様に，社

会学的存在を有してはいないのである。つまり，この二重の理論的構成を経験

的に観察できる実在とみるならば，力とはひたすら物理的な力であると無邪気

に信じるか，あるいは，すべての意味とは根源的に盗意的なものであるのだと

無邪気に信じることにしかならない。〔一・・〕普遍的原理（論理的理性あるい

は生物上の本性）から演繹されない諸々の意味を教え込まないP　Aは存在しな

い。権威は，最も普遍的な（科学あるいはテクノロジー）諸々の意味を教え込

む場合も含めて，すべての教育pedagogyに関与している。しかし，ある象徴

的効果をその上に付加しないような機械的で粗野な権力関係もまた存在しない。

すなわち，PAは，常に客観的に，純粋な力と純粋な理性という2つの互いに
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近づきえない極の問に位置づけられており，PAが押しつけるはずの諸々の意

味がその意味固有の力によって，つまり生物的本性や論理的理性の力によって，

押しつけられなくなればなるほど，直接の強制手段をとるよりほかになくなる。」

（1．3．G1oss．また1．1．1．，1，1．2．参照。）

　すなわちブルデューによれば，PAは，教え込みの様式に関していえば，r純

粋な力」の行使でもないし，かといって純粋なるコミュニケーション関係でも

ない，その両極の問のどこかに位置するものなのである。また教え込みの内容

に関していえば，全くの盗意的なものでもないし，かといってすべてが「普遍

的原理」から演繹されるものでもない，やはりこれらの両極の問のどこかに位

置するものなのである。

　かかる性格をもつP　Aが首尾よく象徴的・教育的効果を産出しうるのは，そ

れが，その行使の社会的条件のひとつとして「教育的権威」pedagogic　authority

（以下PAu）に支えられているからである。（2．）。

　PAuは，P　Aの象徴的暴力としての性格を隠蔽し，PAを正統的な内容を

正統的に教え込む行為として再認せしめる働きをする。この「PAuなく行使

されるPAという考えは論理矛盾であり，社会学的に不可能である」（2．GIoss

1、）。PAuとは，r伝達者が教育的コミュニケーション関係において占める伝

統的及び制度的に保証された位置によって，伝達者すべてに対して自動的に与

えられるものなのである」（2．1．2．2．G1oss1．）。つまり，「どのP　Aも最初か

らPAuを掌握している。ommand」のであり，そのため「教育的伝達者は，

最初から彼らが伝達するものを伝達するに相応しい者として指定されており，

それ故社会的に是認され保証されたサンクションによって，受容を押しつけ教

え込みをテストする資格がある」（2．1．2，2．）し，また「教育を受ける者は，

最初から，伝達される情報の正統性と教育的伝達者のPAuの正統性を再認し，

従ってそのメッセージを受容し内面化する態勢に置かれている」（2．1．2．3．），

という事態が生じるのである。

　ブルデューによれば，かかるPAuを前提にしたものであるが故，教育的コ

ミュニケーション関係は，r純粋で単純なコミュニケーション関係に還元する

ことはできない」（2．1．2．）。このことを言い換えれば，PAuこそが教育的関

係に不可避的に随伴する権力性の内実である，ということになるであろう。

　以上はr教育システム」eduCatiOna1SyStem，すなわち学校における教育的
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関係についても当然当てはまることである。つまり，学校教師は，学校に委譲

された「学校権威」schoo1　authority（以下SAu）を再度委譲されるという

r二段階の委譲」によって，権威を最初から付与されており，それを改めて確

立するのに懸命になる必要を免れている（4．2．ユ．，4．2．Gユ。ss　L）。またこのSAu

こそが学校内の社会関係を固有にかつ不可避的に貫いている権力なのである。

　かくしてブルデューの議論に依りつつ，教育・学校の固有な論理に包含され

た権力性とは，PAuないしSAuであることを示してきた。r牧人一司祭型権

力」あるいは「規律・訓練」型権力は，教育や学校の固有な論理そのものでは

ない。それ故，これらの権力が教育・学校の場において作用するためには，こ

れらの権力の原理に基づいた支配者から被支配者への働きかけが，教育・学校

の論理に即して正統なるものと再認されることが前提となる。かかる再認を生

み出すものこそが，PAuでありSAuなのである。すなわち，教育・学校に固

有な権力であるPAu・SAuは，この領域において「牧人二司祭型権力」，「規

律・訓練」型権力が存立するための不可欠の支柱なのであり，教育・学校に固

有であるからといって，この領域の論理そのものではないr牧人一司祭型権力」

や「規律・訓練」型権力と，必ずしも背反するものではないのである。また，

被教育者の側からすれば，教育・学校の場における「牧人一司祭型権力」や

r規律・訓練」型権力の関係から容易には逃れられないのは，これらの権力関

係の作用する場をつくり出すPAuやSAuが彼らをその場に拘束するからなの
　　（36）

である。

　むろん現実には，まずPAu・SAuが被教育者をこの場に拘束し，その後は

じめて「牧人一司祭型権力」，「規律・訓練」型権力が彼らに対し作用するとい

うような二段階があるわけではない。現実には両者は不離一体となり相互に支

え合いつつ作用するのである。ただ論理的には両者の区別が可能であり，また

必要であるとだけはいえるであろう。かかる区別をせずに，r牧人一司祭型権

力」・r規律・訓練」型権力と教育・学校とを同一視してなされる教育・学校

批判論に，本稿は与するものではない。

　V皿教育・学校の今日的状況と権力の問題

　本稿はここまで，皿の末部で設定した＜今日の子ども・青年をしてそこに強

迫的に囚わしめ，彼らを相互連関させつつ個別化していく教育・学校の力とは
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何か＞という問題の考察を進め，1V・Vにおいては，＜相互連関させつつ個別

化していくカ＞は教育・学校の諸関係に織り込まれたr牧人一司祭型権力」及

びr規律・訓練」型権力であること，VIにおいては，これらの権力が教育・学

校という自立的領域において作用するのを支え正統性を与えているものがPAu

及びSAuであること（ただし現実には「牧人一司祭型権力」・r規律・訓練」

型権力とPAu・SAuとは不可分である）を示してきた。こうした事態は，自

立的実践・制度として存立するようになって以降の，教育・学校そのものにお

ける社会関係・権力関係が呈するものであるが，ではこうした社会関係・権力

関係は，殊に今日の学校においてはいかなる様態で現出しているのであろうか。

また本稿のここまでの議論に基づけば，今日の子ども・青年の学校への強迫的

囚われはいかなる性格のものとして把捉されることになるのか。　　以下この

点につき考えていく。

　1点目の問題を考える際には，鈴木聡の次のような議論が参考になる。鈴木

は，今日の学校を＜政治的空間＞としてみる場合の，そこでの支配・権カシス
　　　　　　　　　　　　　　　（37）
テムを，大略以下のように描いている。すなわち，学校は，一方で諸個人は私

的個人である限り平等であり公平であるという形式的な公平・平等のフォーマ

ルな論理を標榜しつつ，他方で「教育知識」が制度化された学校空間の中で演

ずる機能によってつくり出されるr教育関係」としての「ヒドゥンカリキュラ

ム」を通じて，すべての者に「能力主義」的競争を強制し，そこからおちこぼ

れた者に対しては，「それもまた個人の自由で選んだこと」だから「誰にも文

句をいうすじあいのものではない」と宣告する。こうして現実の不平等や支配

の妥当性は不問にされ，それを相互主体的なコミュニケーションのもとで主題

化することが妨げられるのである。かくして鈴木によれば，教育知識はr制度

としての学校の中での人間関係を規定し支配する要」としての力をもち，この

力が作用する人間関係の中で，「生徒は個人として日常不断に他者の視線にさ

らされ，評定され比較され序列づけられる」のだという。このr生徒は個人と

して日常不断に他者の視線にさらされ，評定され比較され序列づけられる」と

いう事態は要するに，学校という場において生徒は「牧人一司祭型権力」ない

しはr規律・訓練」型権力の関係に組み入れられており，そのことによって不

断に相互連関されつつ個別化されているということを意味している。つまりは，

今日の学校においては，鈴木のいうr教育知識」が媒介するr教育関係」とい
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う形態をとりつつ，個別化する権力関係に貫かれた制度としての学校の根源的

次元がそのままに表出しているのである。換言すれば，教育・学校そのものと

いう次元を構成する契機一ここでは「牧人一司祭型権力」あるいはr規律・

訓練」型権力　　こそが前面に押し出されて，今日の学校における支配一従属

関係を成り立たしめる諸要因の要の位置を占めているのである。一このこと

が前段落で提示した第1の問いへの答えとなるであろう。

　もっとも鈴木自身は，学校内のr教育関係」がかかる意味合いをもつ編成様

式をとるのは，1960年代以降の教育の「能力主義」的再編によってであるとい

う把握の仕方をしている。しかし鈴木のこうした学校把握は，r支配の個人化」
　　　　　　　　　　　　　　　　（38）
を特徴とする現代社会における国家装置の一端として学校を位置づけるという

視角，つまり現代の学校内の社会関係の編成様式を，現代における既存の社会

秩序の中で学校が遂行する社会的機能との連関において描くという視角をとる

が故なされる把握であり，その視角からすれば，鈴木のこの把握は確かに妥当

であろう。だが，学校が現代社会において鈴木のいうごとき位置を占める際，

その内的な社会関係に焦点化するという視角をとってみるならば，そこに見出

されるのは，何も60年代になって現れた格別新たな形態の学校内社会関係では

ない。そうではなくそこには，r牧人一同察型権力」，r規律・訓練」型権力が

貫く，制度としての学校のいわば常態こそが社会的に重要な意味をもつものと

して浮かび上がってくるのである。かかる＜常態＞が60年代以降の社会一学校

の連関構造の中に布置き．れることによって，そのr牧人一司祭型権力」r規律・

訓練」型権力関係としての側面がいっそう重要な意味合いを帯びるようになる

というふうに，学校なる制度を構成する内的諸契機の編制様態の転換が生じた

のだ，というのが鈴木の学校把握の含意するところであろう。

　要するに，現代学校は当然に特殊現代的な色合いを帯びてはいるものの，む

しろそうした色合いの地をなす制度としての学校の根源的な次元にこそ，現代

学校の特殊現代的な機能遂行の仕掛けが存するのである。換言すれば，現代社

会において教育・学校は，特別に効果的な何らかのメカニズムを新たに創出す

るまでもなく，ただそこに子ども・青年を関与させるだけで，彼らを相互連関

させつつ個別化するカを発するのである。

　2点目の問題の考察に移ろう。既に皿で示したように，今日の子ども・青年

が学校に強迫的に囚われているという場合，その囚われは必ずしも学校や教師
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の権威の正当性の承認を意味しない。むしろ彼らは，学校及び教師との間にセ

ネットのいう「拒絶の絆」なる形態の権威一服従関係をとり結んでいる場合の

方がより一般的である。

　ところで，このr拒絶の絆」の内実をもう少し検討してみると，そこにおい

て服従者は，権威者の権威の正当性をこそ拒絶しているにせよ，権威一服従関

係の枠組みそれ自体は必ずしも拒絶し切れていないことがわかる。服従者の意

識・行為は，この関係の枠組みを準拠点に展開する，つまりは相変わらずこの

関係に拘束されているのである。

　このことを学校の場合に当てはめてみれば，生徒が学校や教師の権威の正当

性をいかに拒絶しようと，教師は教える存在であり自分達は教えられる存在で

あるという＜教える一教えられる〉関係の枠組みそれ自体，また学校という場

はかかる＜教える一教えられる〉関係を中軸として構成されているという了解

自体は，彼らによって依然として再認されている，ということになろう。この

ことはIの叙述の中で若干依拠した小浜逸郎によっても示されている点である。

もっとも小浜の議論の主眼は，今日における教師一生徒関係の崩壊状態の指摘

であるが，しかしそこで指摘されているのは，実は教師の権威の正当性の意識

の上での承認の崩壊にすぎない。そして，小浜の議論は，生徒が依然として学

校の「形式的権力」一教師一生徒関係の枠組みの存在を中軸とした，学校に

おける管理の社会関係の形式に組み込まれた権力一には強く拘束されている

ことを，事実上示しているのである。

　かくして今日の子ども・青年の学校への強迫的囚われとは，自分達があくま

でこの場において＜教える一教えられる＞関係の下に置かれているということ

　　この自体への囚われである，とみることができよう。かかる関係への囚わ

れによって，彼らはまた，それと不離一体となった「牧人一司祭型権力」・

r規律・訓練」型権力の関係の中にも投入されることになる。ところが，子ど

も・青年が学校において＜教える一教えられる＞関係の下に置かれるのは，学

校が存立する以上必然的である。この必然的な事態そのものが，今日では彼ら

にとって抑圧的にも機能している，すなわち先に述べたように，現代社会にお

いて教育・学校は，ただそこに子ども・青年を関与させるだけで，彼らを相互

連関させつつ個別化する力を発するのである。
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　㎜　おわりに

　本稿はIで述べたように，今日の子ども・青年把握から入り教育・学校の間

い直しへと突き抜けていく，現代における教育・学校の諸現実を大づかみに認

識するための仮設的枠組みの素描を試みたものである。だが論の運びは荒く，

今後の丁寧な実証や論理的詰めを要する箇所は無数にあるであろう。しかし本

稿の残された部分では，かかる努力を行う際重要であると考えられる視点を二

点だけ示して，しめくくりとしたい。

　一点目は，＜学校そのもの＞＜教育そのもの＞を問い直すという問題設定は，

教育・学校の現状の基本的性格についてのいかなる把握の仕方を前提としてい

るのか，それを明確化するという視点である。筆者はこの視点を練り上げる上

で，＜学校そのもの〉＜教育そのもの＞の間い直しという問題設定を共有しつ

つ分岐する以下のような二傾向の議論を双方視野に入れていく必要があると考
　　（宮9）

えている。

　＜教育そのもの＞はともかくとして，＜学校そのもの＞を問い直すという問

題設定，つまり今日学校をめぐって生ずる様々な問題の原因を，教育政策をは

じめとする学校の外側からの種々の力にのみ求めるのではなく，制度としての

学校それ自体の内在的要因をも易咄しようとする問題設定は，Iでも述べたよ

うに今日一定の広がりをみせつっある。この場合おそらく，制度としての学校

それ自体が問題性を帯びて現出せざるをえない特定の学校一社会の連関構造の

在り方が存在し，今日まさにかかる事態に直面しているとの認識が一般的なの

ではないか。例えばIで要約して紹介した「教科研新活動方針（素案）」の一

節もこの認識に立つものであろうし，wで依拠した鈴木の議論もしかりであろ

う。さらに例を挙げれば，雑誌r教育』誌上に，今日制度としての学校批半■」論

の問題提起を正面から受けとめるべきことを呼びかける画期的な論稿を発表し

た高口明久も，この論稿において，かかる学校批判論はr現代日本の学校と社

会の関係展開の歴史的文脈に根ざした，必然性をもつもの」であると述べ，や

はり今日のある特殊な社会的歴史的文脈において制度としての学校それ自体が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（40）
問題性を帯びるに到っていることを示唆している。

　以上の三者のうち鈴木の場合，制度としての学校それ自体を国家装置の一端

として位置づけるという認識をとりわけ明示的に示している。むろんこの場合

の＜国家装置としての学校＞なる認識は，学校というものを，しばしば通念さ
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れてきた国家の教育政策一反動イデオロギー的な，あるいは経済主義的な性

格を帯びた，教育・学校の領域へのかなりの程度直接介入的なぞれ　　として

集約されるこの領域に外圧的な力によって規定されるばかりでなく，かかる外
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4コ）
圧的な力からは相対的に自立した審級を形成しつつも，やはり「広義の国家」

の構成契機の一つとして国家に組織化されているものとみる認識である。この

認識が＜教育・学校の現状の基本的性格についての把握の仕方＞に関わる先の

二傾向のうちの一つに立つものであると考えられる。今後こうしたより精緻化

された国家論的視点を加えた学校論・教育論の発展がいっそうめざされるべき

であろう。

　にもかかわらず，果たして制度としての学校それ自体，さらに教育という行

為それ自体に問うことの意味についての捉え方，従ってこの問いの背後にある

＜教育・学校の現状の基本的性格についての把握の仕方＞は以上のものがすべ

てであろうか。答えは否である。

　すなわち，r国家」概念が上記のように「広義の国家」をも含み込むもので

あれば，確かに現代における学校がこの意味での国家に組織化されていないと

いう事態を想像することはむずかしいが，それにもかかわらず，現実の学校が

呈して．いる様々な問題的様相は，国家に組織化されているということに加え，

論理的には国家への組織化以前の，文字通り学校という制度それ自体から由来

するものとみる立場がありうるのであ乱それは本稿が多くを依拠してきたフー

コーの議論に通じる立場である。すなわちフーコーは，前述の通り，教育・学

校の＜教える一教えられる〉関係には，この関係そのものではないにせよ，「牧

人一司祭型権力」やr規律・訓練」型権力の関係が不可避的に織り込まれてい

るとみるが，rそうした権力の関係は，支配権力がそこに根を下ろしにくる，

可能的で具体的な土壌なのであり，支配権力が機能しうるための可能性の条件」，

「国家が機能しうるため」の「固有性の位置を保ち，相対的自律性をそなえた
　　　　（42）

支配関係」であると述べている。むろんフーコーも，現代社会においてはr権

力関係がますます国家支配の下に入りこんできている」ことを認めるのにやぶ

さかではない。しかしこのように述べる際も，フーコーは「権力関係が国家に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（43）
由来するということではな」いと付言している。要するに，フーコーの場合，

権力の国家への組織化という今日的事態を十分認識しつつも，なおかつ論理的

にはこの組織化以前のミクロな権力関係それ自体をも問題化すべきであり，そ
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のことが今日生起する様々な問題状況の認識のために不可欠であるとの問題意

識をもっているのである。かかる問題意識に立では，学校あるいは教育そのも

のの問い直しといった場合でも，先の一つ目の立場とは，やはり意味合いを異

にするものとなるであろう。

　以上，教育・学校の現状の基本的性格の把握をめぐって二つの立場がありう

ることを述べてきたが，筆者には，現時点ではそのいずれもが他に対して十分

勝っているとはいえないように思われる。しかし，いずれの立場を採るかによっ

て今日の教育・学校をめぐる諸問題の性格づけの仕方に微妙な差異が生じてく

るのは確かであり，いずれの立場を採るべきか，あるいは第三の立場がありう

るのか等，今後十分な検討を要するであろう。

　さて，視点の第二点目は，本稿が採ってきた教育・学校そのものの間い直し

という問題設定は，教育・学校の＜再生＞のためのいかなる論理を提起するこ

とになるのかという視点である。＜再生〉という以上，かかる問題設定は単純

に教育・学校の否定という結論に行き着くものではないことが含意されている

わけだが，このことは既にIで確認した通りであ乱中内が示唆しているよ
（44）

うに，教育という人間形成行為が近代の社会諸関係の編制様式の構成契機のひ

とつであるとすれば，後者の廃棄ぬきに前者のみを直ちに廃棄することなど空

想的であろう。だとすればわれわれにとって唯一可能であり，かつ必要なのは，

教育やその組織化としての学校の限界を意識しつつ，それらの限界が否定的に

露呈するのを可能な限り．抑止しつつ，なおかつそれらの＜再生＞を図るという，

かなり錯綜した実践・理論であろう。以下その足掛かりを探ってみたい。

　既に述べたように，少なくとも今日の時点では，学校はただ日常的に営まれ

ていることそれ自体によって，r牧人一司祭型権力」や「規律・訓練」型権力

の関係の下に子ども・青年を拘束し，しかもSAu（学校権力）によって，彼
ら’

�ｵてこの関係を再認せしめている。加えて彼らは，自分たちがかかる重層

的な権力関係構造に組み込まれていることを意識化できない。それは，学校が

存在していることそれ自体という意識化するにはあまりにありふれた事実が，

そこに権力関係の磁場を生み出しているからであり，さらに彼らは表層に現れ

る意識と行為の上ではむしろ学校と教師の権威を拒否し，にもかかわらず不可

視のr拒絶の絆」によってそこに拘束されているからである。

　だとすれば，今何より必要なのは，子ども・青年にとって（おそらく即時的
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には教師にとっても）容易には意識化しがたい学校とそこに組織化されている

教育に内在する権力関係を，彼らが意識化できるような場を，教育においてつ

くり出すことではないか。

　要するに，いわば教育の相対化のための教育を行うのであり，これは論理矛

盾はなはだしいとの観があるかもしれない。しかしながら，中内の論によ
　（45〕

れば，教育とは，そもそもそれ自身を相対化し必要最低限に止めようとする論

理を内に含んで存立している営為であるという。今必要なのは，この論理を徹

底して突き出し，それを中軸に据えた教育実踏の在り方を模索することではな

いか。

　だがここで留意すべきは，度々触れてきたように，今日の子ども・青年は

「拒絶の絆」によって教育者の権威に拘束されているという事実である。この

事実故，＜教育の相対化＞という論理を表面的に受けとめ，彼らに対する指導

や管理の弛緩のみがなされるならば，「拒絶の絆」による拘束の不可視性をいっ

そう強めることになるかもしれない。

　かかる危険性を自覚してのことであろう，「埼玉教育塾」という現場教師た

ちのある集団は，①意識の上でどう否定しようと，教師一生徒の問には支配一

被支配のr関係の絶対性」が抜き難く存在する。②このr関係の絶対性」に無

自覚なままに，教師が生徒との問に「物分かりのよい」関係を取り結ぼうとす

れば，生徒は「結局は，見るべきものも見るべきものとして遂に対象化し得な

いことに」なる。③それ故，教師はrr関係の絶対性』をそのまま体現して生

徒の前に立ちはだかること」，「いずれ否定すべき対象」として生徒の前に現出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（46）
することが必要である，と主張するのである。

　かかる論理を基盤に置いたr埼玉教育塾」の教育実践構想については，未だ

十分な理解が行き届かない点もあり，その紹介と評価はここでは差し控えたい。

しかし上記①～③の主張については，再三触れてきた今日の子ども・青年の状

況に照らしてみた場合，教育・学校＜再生〉のためのひとつの足掛かりとして

十分な吟味に値するように思われる。その吟味については，いずれ別稿に期し

たい。
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労働手段からの徹底した「脱領有化」にみる。この「脱領有化」こそ中世共同

体の絆から労働者を切断し，「《自由な》《裸の》労働者」を出現させる。こ

うして社会体のr個人化」がもたらされるが，rまさにこの個人化のうちに，

資本主義国家の制度的物質性は根を下している。」しかしプー一ランザスは，資

本主義国家は単にr個人化」を前提としこれに拘束されるばかりではない，と
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ある。
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　加藤哲郎『国家論のルネサンス」青木書店，1986年，62頁。
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「今日の教育と関実践の構図（試論）」は，関誠の実践を分析しつつ，そこに

含まれる「実践のある局面で教師が，支配の制度としての学校に依拠した教師一

生徒関係の＜権力関係＞を作為的に利用して，生徒集団の前に権力者（子ども

の敵）としてたち現れることによって，生徒集団の運動をつくりだす手法」を

肯定的に評価しているが，こうした論理もr埼玉教育塾」のそれと類似のもの

であろう。
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